
　

 　　　　　　 【平成30年4月2日生～令和3年4月1日生対象】

　　　　　　　〇3歳以上児の入園希望の場合は、園でお子様の面接を行います。

　　　　　　　〇受付期間中に面接が完了しない場合は、検討会の対象となりませんので、ご留意ください。

【入園までの流れ】

市役所 市役所 園 市役所

　 ①書類受取 ▶ ②受付
　面接予約 ▶ ③園で面接 ▶ ④入園検討会 ▶ 　⑤入園

　　毎月2日から15日又は17日から31日 毎月1日・16日

※日・祝日は除く。月により日程が変わります。 保護者は参加不要です。

　　前頁をご確認ください。

　

 　　　　　　 【令和3年4月2日生～対象】

　　　　　　　〇3歳未満児の入園希望の場合、市役所にて保育士がお子様の面接をします。

【入園までの流れ】

市役所 市役所 入園希望園 市役所

　 ①書類受取 ▶ ②受付
 　面接 ▶ ③入園検討会 ▶ 　④入園

毎月1日・16日

令和６年度途中入園について（３歳以上児）

　令和６年度途中入園について（３歳未満児）

※3歳未満児
は、市役所にて
お子様の面接
を行います。
園での面接は
不要です。
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受付及び検討会日程は
前頁をご確認ください。

①市役所にて必要

書類を配布。
就労証明等を受付
期間までに準備し
てください。

②市役所にて申込

み書類の確認及び

受付。
市役所にて希望園
と調整を行い、面接
日を確定します。

③園にて、面接。
「お子様の様子」と、
母子手帳が必要で
す。

④市役所にて入園

の可否を決定。
入園承諾書等の発
送をお待ちください。
翌日以降、電話で
の問い合わせも受
付します。

⑤入園が決定後、
入園日までに決定
園で、園生活や持
ち物等の説明を受
けてください。直接
園と日程調整をし
てください。

①市役所にて必

要書類を配布。
就労証明等を受
付期間までに準備
してください。

②市役所にて申込

み書類の確認及び

受付。
その場で保育士が
お子様の面接を行
います。

③市役所にて入園

の可否を決定。

入園承諾書の発送

をお待ちください。

翌日以降、電話で

の問い合わせも受

付します。

④入園が決定後、
入園日までに決
定園で、園生活や
持ち物等の説明
を受けてください。
直接園と日程調
整をしてください。


